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和水町地域おこし協力隊員募集要項

　人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外からの人材を積極的に招致し、その定住、定着を図るため、和水町地域おこし協力隊（以下「隊員」という。）を募集します。

１．町の概要	
　熊本県和水町(なごみまち)は、熊本県の北西部に位置する人口約9,000人の町です。緑あふれる山々と清流 菊池川などの豊かな自然と江田船山古墳、田中城跡や豊前街道を代表とする数多くの歴史的資源に恵まれています。
　交通アクセスにも恵まれ、九州自動車道菊水ICから福岡都市圏や熊本市街へ車で１時間程度、九州新幹線新玉名駅も近く、関西圏域まで約3時間で移動できる、まさに「ちょうどいい田舎」暮らしができます。

２．募集概要
　（１）業務名
　　　移住定住促進業務
　（２）募集人員
　　　・ＩＪＵ（移住）コーディネーター　
　　　・空き家コーディネーター　　　　　１名

３．活動内容
　（１）ＩＪＵ（移住）コーディネーター
　　　・移住相談の窓口対応
　　　・移住セミナー・移住フェア等のイベントへの参加・出展
　　　・お試し暮らし住宅の管理や利用促進策の提案・実施
　　　・移住者同士が語り合う交流会の企画・運営
　　　・SNSを活用した情報発信や認知度UPに関する取組み　　等
　（２）空き家コーディネーター
　　　・町内の空き家の掘り起しや所有者への意向調査
　　　・空き家所有者を対象とした空き家相談会・セミナーの企画
　　　・空き家を活用した中間管理住宅の物件発掘
　　　・空き家の利活用に係る事業等の提案・実施　　
      ・空き家バンク登録のサポート　等
　（３）地域づくり活動
　　　・居住する地域の地域活動への参加や地域イベントの支援
（４）その他庶務
　　　・補助金関係書類の作成
　　　・日報・月報の作成　等
４．応募要件
　（１）居住要件
　　　生活の拠点を３大都市圏をはじめとする都市地域等から本町へ移し、隊員となる日又は隊員となった日以降に住民票を本町に異動させることができる方（採用前に、既に和水町内に定住・定着している方及び和水町に住民票を異動している方は除く。）
　　※ 詳細は、総務省「地域おこし協力隊」のホームページに掲載されている「特別交付税措置に係る地域要件確認表」をご確認ください。
　（２）年齢・性別要件
　　　年齢・性別は問いません。
　（３）その他要件
　　　次の①～⑦の全ての要件に該当する必要があります。
　　　① 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に地域協力活動に従事できる方
　　　② 協力隊としての活動終了後も本町に定住し、就業し、又は起業しようとする意欲がある方（起業支援制度あり）
　　　③ 普通自動車運転免許を有している方又は委嘱後３ヵ月以内に取得する見込みがある方
　　　④ 土日及び祝日の行事参加や夜間の会議出席など、不規則な職務に対応できる方
　　　⑤ 地域行事に積極的に参加し、地域に馴染み、町民と協力しながら地域活動に取り組める方
　　　⑥ パソコンを使った事務作業やインターネット活用に抵抗なく取り組める方
　　　⑦ 各種媒体（ホームページやSNS、町広報紙等）への露出が可能な方

５．活動場所
　和水町内
　【活動拠点】和水町移住定住支援センター「なごみ移住計画」
　　　　　　　定休日、月、祝日
（和水町江田455(菊水ロマン館駐車場内)）

６.活動時間等
　＜活動日数＞原則、月２０日以上（月140時間程度、1日当たり7時間）
　＜活動時間＞原則、９：００～１６：００
　※活動日数については、日数が３１日である月は２０日以上、３０日又は２９日である月は、１９日以上、２８日である月は１８日以上活動する必要があります。
　※休暇日は、柔軟に対応できます。
　※日曜は、センターの営業日のため、勤務となる日があります。


７．任用形態及び期間等
　（１）任用形態
　　　「和水町地域おこし協力隊設置要綱」に基づき、和水町長が委嘱します。（町との雇用関係はありません。）
　（２）委嘱期間
　　　委嘱の日（令和８年６月１日以降）から令和９年３月３１日までです。
　　　① 委嘱の日は、委嘱内定者との協議のうえ決定します。なお、委嘱内定後、転居手続きが完了した後の委嘱となります。
　　　② 委嘱期間は、委嘱の日から３年を超えない範囲にて更新が可能です。２年目以降は、隊員の業務・活動状況を勘案し年度単位で更新します。

８．報償費
　月額２５０，０００円です。
　　※所得税の自己負担分は差し引きます。
　　※時間外手当、昇給、賞与、退職手当等の支給はありません。
　　※毎月５日までに、活動内容をまとめた活動日誌と活動月報を提出していただきます。
　　※活動日数が「６．活動時間等」に掲げる条件に満たないときは、協議のうえ、日割計算により算出する場合もあります。

９．待遇及び福利厚生
　（１）旅費・消耗品費、備品購入費など、隊員の活動に必要な経費（以下「活動経費」という。）は、町から和水町地域おこし協力隊活動補助金として、報償費とは別に支給します。（四半期毎の概算払いでの支給対応可）
　（２）転居に要する引越費用、生活に伴う諸保険料、光熱水費に係る費用は隊員負担です。
　（３）健康保険・年金等については、個人負担で加入が必要です。
　（４）隊員の活動中における事故等に対応するため、活動経費を活用して傷害保険に加入してください。また車両を使用する場合は、任意の自動車傷害保険に加入してください。
　（５）協力隊活動に従事するために必要な住居、車両、パソコン及び携帯電話等は、ご自身で準備してください。なお、住居について、賃貸物件を賃借する場合は、活動経費から月額５０，０００円（上限）まで支出することが可能です。
　（６）協力隊活動に支障がない範囲で副業可能です。


１０．応募手続き
　（１）応募期間
　　　令和８年６月１日（月）から令和８年９月１日（火）まで

ただし、応募状況により締め切ることがありますので、事前に末尾担当係までお問い合わせください。申込前に事前相談も可能です。
　（２）提出書類
　　　　所定の応募用紙に顔写真を貼付及び必要事項を記入し、関係書類を添付して、応募期間内に郵送又は持参のうえ提出ください。
　　　※応募書類は、必ず原本を提出すること。なお、提出書類の返却には応じません。
　　　① 応募用紙
　　　② 現住所の確認できる書類（下記の全て）
　　　　・住民票抄本の写し（応募用紙提出日の３ヵ月以内に取得したもの。）
　　　　・運転免許証の写し
　（３）連絡手段
　　　応募後の連絡手段として基本的にEメールを使用します。応募用紙のEメール欄は、必ず記入してください。
　（４）提出先
　　　〒865－0192　熊本県玉名郡和水町江田3886番地
　　　和水町役場　まちづくり課　企画振興係
　　　※郵送の場合は、封筒に「和水町地域おこし協力隊応募用紙在中」と明記してください。

１１．選考方法
　（１）第１次選考　（随時）
　　　　応募申し込みがあった者から随時、書類選考を実施します。結果は応募者全員に通知します。応募用紙の記載内容で書類選考を行いますので、出来る限り詳しく記載してください。
　（２）第２次選考　（随時）
　　　　第１次選考合格者を対象に、随時面接審査を実施します。結果は第２次選考者全員に通知します。
　　　※詳細な日時は、第１次選考結果を通知する際に合格者へ通知します。

１２.その他
　（１）和水町地域おこし協力隊設置要綱（平成23年告示第9号）、和水町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱（令和7年告示第59号）及び関係法令を必ずご確認のうえ、ご応募ください。
　（２）選考の参加のために必要な費用（交通費・宿泊費、郵送料等）は、応募者の負担となりますので、予めご了承ください。また、提出された書類は返却しません。
（３）募集要項、応募用紙等のデータは、和水町ホームページからダウンロードできます。


１３．問い合わせ
　　　●募集要項（活動内容除く）、申込み等の募集全般に関すること
〒865－0192　熊本県玉名郡和水町江田3886番地
　　　和水町役場　まちづくり課　企画振興係
　　　電話　０９６８－８６－５７２１（直通）
　　　E-mail　msui@town.nagomi.lg.jp
　　　※受付や問い合わせは土・日・祝日を除きます。
（受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで）

　　　●活動内容に関すること
　　　（上記と同様）
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